
- 1 -  

 

 

 

 

○日時 令和４年９月26日  午後１時30分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．最終処分場延命化の新たな資料について 

２．ごみ袋の一部品切れについて 

３．追加議件 

─────────────────────── 

○出席委員（６名） 

 委 員 長    松 浦 敏 司 

 副 委 員 長    近 藤 憲 治 

 委 員    石 垣 直 樹 

            金 兵 智 則 

            工 藤 英 治 

            澤 谷 淳 子 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    井 戸 達 也 

─────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

─────────────────────── 

○傍聴議員（６名）    

        小田部   照 

        栗 田 政 男 

        平 賀 貴 幸 

        永 本 浩 子 

        古 田 純 也 

        村 椿 敏 章 

 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 市民環境部長    武 田 浩 一 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 生活環境課参事    田 中 正 幸 

  

 教 育 長    岩 永 雅 浩 

社会教育部長    吉 村   学 

 スポーツ課長    大 西 広 幸 

 スポーツ課参事    佐 藤 潤 一 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    林   幸 一 

次 長    石 井 公 晶 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

 午後１時30分開会 

○松浦敏司委員長 ただいまから、文教民生委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会ですが、所管事務調査であります。 

 まず初めに、最終処分場延命の新たな資料につい

ての説明を求めます。 

○近藤賢生活環境課長 資料１号、（１）最終処分

場の延命化の新たな資料について説明させていただ

きます。 

 この書類は、令和４年度に発注しました廃棄物処

理検討事業の中で、最終処分場の延命化策を説明す

るために、最終処分場に精通したコンサルタント会

社が作成し、市と最終処分場の委託事業者に説明す

る際に使用した打ち合わせの書類です。 

 書類につきましては、資料の２ページのとおりで

す。 

 内容としましては、現在の最終処分場の供用期間

が令和14年度まででありますが、供用当初である平

成30年度の埋立量8,141トン、これは年間最大の埋

立量でございまして、この状況が続いた場合は、計

画の半分の手前である７年目の、令和６年度末に終

了すると仮定して作成したものです。 

 資料に記載しました延命策を実施することによ

り、令和10年度まで供用が可能とした内容としてお

ります。 

 なお、本事業の委託期間は、本年度末までとなっ

ております。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑に入ります。 

 ただいまの説明で質疑ございませんか。 

○金兵智則委員 資料について、資料があった、な

かったとかという話とはまた別の話だと思いますの

で、資料についてお伺いしたいなと思うのですけれ

ども、これはコンサルタント会社から、市が見せて

いただいたときに、これに対して、そこで打ち合わ

せが行われたということなのだと思うのですけれど

も、市として、この資料が出てきたときの認識と言
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えばいいのか、感覚と言えばいいのか、これは、は

いそうだねという資料なのか、ちょっとここは違う

のではないかという資料なのか、どういう資料なの

ですかね、市にとって。 

○近藤賢生活環境課長 この資料につきましては、

コンサルタントのほうで延命化策を説明していただ

くということで、そのまま市のほうに出していただ

くのと同時に、委託業者にも示した内容の資料で、

特段細かく市のほうでチェックして作り直すとか、

そういったことはしていない状況です。 

○金兵智則委員 そういうことではなくて、コンサ

ルタント会社が作って市に見せられました。この見

せられた内容を、市はどういうふうに捉えたのです

かという質問なのですけれども。 

○近藤賢生活環境課長 すみません、延命策としま

して４年は延ばせるという形で、この策をしていく

ことで、ごみを減らすことが前提とはなっておりま

すが、ごみを減らすことと、最終処分場の軽微な変

更で４年間延ばせるということで、市のほうとして

は、この策をやっていくことは必要というふうには

考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 この資料が表に出てくるということは、考えられ

ていないのであれなのかなと思いますけれども、こ

れ、そもそもですね、４番の①にある残余容量調査

によりって書いてあるのですけれども、これってい

つの調査の話なのですか。 

○近藤賢生活環境課長 残余容量調査につきまして

は令和３年の10月が一番新しいものと考えています

ので、その時点を指していると考えております。 

○金兵智則委員 そうなると、だからちょっとおか

しくなるのであって、コンサルタント会社は残余容

量調査をした結果、令和６年度末と考えられますっ

て、ここに明記されているのに、僕らは今まで、市

から説明を受けたのは、残余容量調査によってあと

四、五年ですという説明を受けていたのですよ。 

 そこにも大きな乖離ができてしまっているのです

けれども、そうなると市の残余容量調査だと、あと

四、五年なのですから、そこからこの延命策をやっ

たら、またさらにそこから四、五年延びるのかなと

いうふうに感じるところなのですけれども、それは

違うのですか。 

○近藤賢生活環境課長 こちらにつきましては、平

成30年度が8,141トンといって、こちらが年度間、

最大の埋立量でありました。 

 この量が続くとして、令和６年度末というふう

に、コンサルのほうが仮定した内容となっておりま

す。 

○金兵智則委員 そういうことを言っているのでは

なくて、今まで市の皆さんは僕らに対して、最終処

分場についてということで、令和３年10月の残余容

量調査では、使用割合が47.6％、残余割合が52.4％

という結果が出ている現状のままでごみの埋立処理

を進めると、あと四、五年で満了することが予測さ

れることから、ごみ減量化対策を進めると説明して

きましたよね。説明してきましたよね。 

 でも、今度は資料によると、残余容量調査によっ

て、令和６年度末だから延命処分をして、四、五年

もたせるのだよという話ですよね。 

 でも市の説明によると、四、五年もつ上で、さら

に四、五年延ばすということになるのか、そこにち

ょっと整合性が、僕はちょっとわからないので、そ

こを説明してくださいというお話なのですけれど

も。 

○近藤賢生活環境課長 令和３年10月の残余測量結

果では、52％が残余として残っているという形にな

っております。 

 そして、ごみの埋立量も年々減ってきていること

から、そこからあと四、五年という形で、市として

は残余年数を出して説明をしたところでございま

す。 

○金兵智則委員 では、市としてそうやって出して

いたのにもかかわらず、コンサルタントからこれを

出されて、これをやってかなければいけないねって

なったということは、市の考え方は置いといて、コ

ンサルタント会社がこうやって言うのだから、こっ

ちを進めなければいけないね、となったということ

なのですか。 

 そこに整合性はどうあるのですかって聞いている

のです、さっきから。今まで説明したことと、この

資料との整合性はどうなのですかって聞いているの

です。 

○近藤賢生活環境課長 こちらの令和６年度末まで

の意味合いは、8,141トンが続くという仮定で作っ

ております。 

 市のほうとしましては、ごみの量が減っていくこ

とも踏まえて、52％の残余については四、五年とい

うふうに出させていただいています。 

 そして、この資料では、そこから４年延ばせるこ

とができるということになりますので、市のほうの
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あと四、五年に対して、さらに４年もつというふう

な認識を持っております。 

○金兵智則委員 であるならば、今までに加えて、

さらにもつのですから、令和14年度近くまではいけ

るという意味なのかな……四、五年もつのですか

ら、今から見れば８年から10年もつという考えにな

るということですね。 

○近藤賢生活環境課長 令和３年度時点で、令和６

年度末ということなので、そこの時点で、この資料

では３年しかもたないということなので、市として

はこの時点で四、五年ということで、令和七、八年

までもつという形で考えておりました。 

 そこからこの延命化策で４年は延びるというふう

に考えておりますので、14年度、満度まで続くのは

非常に厳しいというふうな認識は持っております。 

○金兵智則委員 そうしたら、この最終処分の延命

化策をしていけば、令和11年度か令和13年度ぐらい

までの、長いスパンになりますけれども、その辺ま

ではいけるのではないかということになるってこと

ですね。 

○近藤賢生活環境課長 この資料では令和10年度ま

でというふうにしていますが、令和11年、ごみが減

れば、令和12年度くらいまではもつというふうに考

えております。 

○金兵智則委員 であるなら、また、ちょっと今ま

での説明にプラスされたということですね。 

 この資料が提出されたことによって、ちょっとま

たさらに延びるような状況が見えてきたというふう

に理解というか、認識をしていいということなので

すね、大丈夫ですね。 

○近藤賢生活環境課長 この方式につきましては、

７月から始めておりますので、この事業の内容を委

託業務でコンサルに発注しております。 

 可能性を含めての結果というのは、委託業務期間

の年度末までに取りまとめることとなりますので、

その時点でまた改めて考えていくことは必要と思っ

ております。 

 10月に測量する予定でございますが、この事業、

７月から始めていますので、そこから２か月半ぐら

いの効果しかないのですが、その状況も踏まえなが

ら、測量結果についても分析する必要があると考え

ています。 

○金兵智則委員 何となくわかったような、わから

ないような感じですけれども、２か月半ですか……

７月から10月ですから、７、８、９……３か月間で

すか……３か月間と短い期間なので、どれだけの影

響があるかわからないけれども、そこも加味しなが

ら、次の残余量調査の時にはまた違った数字が出て

くるのではないかということですね。 

○近藤賢生活環境課長 10月の残余測量結果につい

ては、その辺りも分析していくことを考えておりま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 あともう一つお伺いしたいのは、１番ですね、焼

却処理施設の新設ということで、令和10年度供用開

始として焼却処理の検討を行っておりということ

で、これが前提になっているということなのです

ね。 

○近藤賢生活環境課長 この焼却処理施設の新設と

いうのは、これも仮定でございまして、10年度の段

階で、今までの、１年分の埋立量が残っていて、さ

らに10年度から焼却処理施設があるとした場合は、

焼却処理をすると埋立量が５分の１、これまでの

20％程度となるため、仮に今までの１年分がこの時

点で残っていると、あと５年は埋立処理ができると

いうふうに、これもコンサルのほうで出していただ

いたものになります。 

○金兵智則委員 今までの話の流れ、今日のという

ことではなくて、これまでの所管事務調査の話の流

れの中で、急にぼんっと出てくるような気もするの

ですけれども、もともとが、これを基にということ

で話を進めていたというふうにも理解しますので、

わかりますけれども、そしたらこれも、そういうこ

とになっていけば、よりさらに延びるというような

ことも考えられるのか、考えられないのか、さっき

の話でいけばどうなのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 この延命化策につきまして

は、10年度、焼却がもしあるのであれば、最終年

度、14年度まで使えるというふうに出していただい

た内容となっております。 

○金兵智則委員 ここをどう思うかは人それぞれな

のだというふうには思いますので、ここをちょっと

深掘りしても、僕的にはどうなのだろうと思うとこ

ろと、しようがないのかなと思う部分があるので、

思いますけれども、これはこう言った形で市から発

注しているということですよね。 

 この延命化策の資料を作るときに、この方向でと

いう発注の仕方をしているということですよね。 

○近藤賢生活環境課長 発注の内容としましては、

市のほうで延命化策を示しているのではなく、コン



- 4 -  

サルのほうから延命化策を提示していただく内容と

しております。 

○金兵智則委員 であるならば、延命化に一番最適

だから、ここで焼却が選ばれたというような理解で

いいということなのですか。 

○近藤賢生活環境課長 ここで仮に焼却を設定して

いるのは、全国、全道的にも焼却が一番使われてい

るシステムであると。 

 あと、その他減量効果が一番高いということで、

焼却を仮として設定した内容となっています。 

○金兵智則委員 改めて最後に、市からの発注では

なくて、コンサルタントとして一番延びる方法は何

かということを検討した結果、出てきた資料がこれ

だよということなのですね。 

○近藤賢生活環境課長 市からこの業務を発注しま

して、最終処分場の延命化策ということで、何か策

はないかということで出していただいた案になりま

す。 

○金兵智則委員 そうですね、発注の仕方の話でし

た。ごめんなさい。発注の仕方の詳細な部分で、焼

却でほにゃららで、ほにゃららで……ではなくて、

最終処分場の延命化をするのに、一番最適な方法は

って出てきた資料がこれだということでよかったで

すね。 

○近藤賢生活環境課長 最初の打ち合わせの段階で

は、この資料がコンサルのほうから出された形で

す。 

○金兵智則委員 そうなのです。それで出てきた資

料だからそうではなくて、別に、発注の仕方ですよ

ね。 

 延命化策の資料を作ってくださいと言って出てき

た資料で、別にそこに焼却を組み込んでくれだとか

ということを市から細かく具体的にやったわけでは

なくて、延命化策ということで、発注して出てきた

資料がこれだということで、理解していいですかと

いう質問です。 

○近藤賢生活環境課長 焼却とか指定しているわけ

ではなく、今、委員おっしゃったとおりの対応とな

ります。 

○金兵智則委員 はい、取りあえず。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

○石垣直樹委員 この資料なのですけれども、令和

４年度の事業の途中の、仮定の案の資料だというふ

うに理解しましたが、事業名はちなみに何になりま

すか。 

○近藤賢生活環境課長 事業の名称は廃棄物処理検

討事業になります。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 この事業の終わりは何月になる予定ですか。 

○近藤賢生活環境課長 こちらの委託期間は３月ま

でになっております。 

○石垣直樹委員 それでは、令和５年の３月に、最

終的にコンサルがまとめた資料が出てくるというこ

とでよろしかったですか。 

○近藤賢生活環境課長 ３月までに成果品が出る内

容となります。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 途中の案の資料だと思いますが、まだ事業が終わ

っていない、最終的な成果物となっていない途中の

この資料が、なぜここに出てきたのかというのが少

し疑問なのですが、これは守秘義務等そういうもの

に違反している文書ではないのかどうか、確認させ

てください。 

○近藤賢生活環境課長 私どもとしては、このペー

パーをコピーして打ち合わせをした資料です。 

 守秘義務とかそういうことにまで結びつくかちょ

っとわからないところですけれども、お互いに打ち

合わせに使用した資料ということで考えておりま

す。 

○石垣直樹委員 事業が来年の５年の３月まで続く

中の、途中の検討資料が公になって、今回このよう

な委員会が開かれたり、また、一般質問でも様々ご

ざいました。 

 成果物として上がってきてないものについて、議

会側がどうこう言うような状況になっているのです

けれども、この件について何か役所側、理事者側か

らございますか。 

○松浦敏司委員長 どなたが答えますか。 

○近藤賢生活環境課長 こういった延命策を検討す

る上の資料でございますが、市のほうとしまして

は、コンサルと委託業者と市、この三者で打ち合わ

せをするというために作って、これからも打ち合わ

せをする際には様々な資料が出てくると思います

が、それが公になる、公表するという認識はなかっ

たところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 この資料は仮定の話だということでございます

が、これ以外にも仮定された同様の資料というのは

あるのですか。 

○近藤賢生活環境課長 この事業を進めていく上
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で、コンサルのほうで様々な延命化策の資料を出し

ていただけると思いますので、それにつきましては

月々、機会を追ってコンサルのほうから説明を受け

て、また、委託業者も含めて説明に使うこととなり

ますが、出てきてないということはないので、ほか

にも策はあります。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 この廃棄物検討事業の中で頂いた、打ち合わせの

文書の一部ということを確認させていただきまし

た。 

 最終的に来年の３月までに成果物が出てくるかと

思いますが、10月においてもちょっと分別方法を変

える等、取組をされているというふうに拝見してお

ります。 

 私からは以上でございます。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも幾つか伺わせ

ていただきたいと思いますが、内容につきまして

は、一般質問と緊急質問でそれぞれ触れさせていた

だいたので、おおよそ理解をするところなのです

が、まずちょっと事実経過の確認として、緊急質問

でも答弁を一部頂いた部分でありますが、この資料

については課長と参事は知っていた、部長、副市

長、市長は知らなかったという認識でよろしかった

ですか。 

○近藤賢生活環境課長 打ち合わせの段階というこ

とで、私と参事までという内容となっています。 

○近藤憲治委員 であれば、やはりこの最悪のケー

スで、残余量が令和６年度末であると。 

 仮説とはいえ最悪のケースであるという、結構重

大な資料ですよね。 

 その重大な資料が、部長、副市長、市長で共有さ

れていなかったという点で問題はなかったという認

識なのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 こちら、仮説ということで

ございますが、今後、こういった打ち合わせ資料が

出てきた場合は内部で報告をしながら進めてまいり

ます。 

○近藤憲治委員 今の御答弁でいくと、今後は、こ

ういう重要な情報が載っている資料については、上

げていくのだというお考えだというふうに理解はし

ますけれども、今回上げなかったことについてはど

う考えているのですかと伺っています。 

○近藤賢生活環境課長 こちら、最初の打ち合わせ

の資料ということで、担当レベルで協議した内容で

ございまして、上のほうには出していない状況とな

っていました。 

○近藤憲治委員 事実としては、そのように理解し

ているのですね。 

 部長、副市長、市長には伝えなかった、今後は伝

えるようにしたい、重要な情報が載っている資料に

関してはという話なのですけれども、今回しなかっ

たのは何でなのですかというところ。しなかったこ

とについて、どのように振り返っていますかという

ことを伺っているのですよね。 

○近藤賢生活環境課長 最初の打ち合わせというこ

とで、担当レベルという形で考えていたところで

す。 

 この後、いろいろまた事業を進めるに当たって

は、きちんとした成果に向けた流れになりますが、

これについて、最初の打ち合わせ、担当レベルの打

ち合わせということで、私、課長までで留めていた

中身になっております。 

○近藤憲治委員 作業をそのようにしたというのは

何度も伺ってわかるのですけれども、ちょっと聞き

方を変えると、何度も仮説だというふうにおっしゃ

っています。 

 仮説だとおっしゃっていますけれども、今まで出

てきた仮説の中では最悪の数字ですよね。 

 一番シビアな数字ですよ。 

 出てきたのだけれども、これは別に上層部とね、

共有しなくてもいいやという判断をしたということ

ですか。 

○近藤賢生活環境課長 先ほどから、ちょっと言い

訳になるかもしれませんが、最大量が埋め立てられ

た場合、この６年度末になるというふうに設定をし

ております。 

 こういった資料についてはきちんと内部でちゃん

と説明しながら、今後は説明を進めてまいります。 

○近藤憲治委員 今後は改めるということなので、

今回の取扱いがよろしくなかったという認識はお持

ちなのですね。 

○近藤賢生活環境課長 そこは申し訳ないというふ

うに考えております。 

○近藤憲治委員 あわせて、この資料が出て、そし

て議会で議論がなされた翌日に、北海道新聞に記事

が載って、多くの市民の方がこの情報に触れること

になるわけなのですけれども、市としてこの情報に

関して、何かホームページに掲載したという形跡が

ありますけれども、その経緯について御説明いただ
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けますか。 

○近藤賢生活環境課長 この記事が出たことで、市

としまして、これまでの説明として、四、五年とい

ったところと食い違いがあるので、その中身を市民

の方に向けて説明をさせていただきました。 

 なお、書き方について至らない点があるというふ

うな御指摘もありますので、そこは謝罪といいます

か、改めて考えていきたいというふうに考えており

ます。 

○近藤憲治委員 そうなのですよね。非常にレアな

情報発信のされ方をしたなというふうに受け止めて

います。 

 メディアが書いた記事に対して、その記事をあげ

つらって、実はこういう見方もあるのですというよ

うなホームページの記載ですね。 

 メディアにはメディアの報道の自由があると、私

は思っています。 

 一方で、反論する権利というのも、今これだけ

様々なツールはありますから、あるのですけれど

も、これから網走市はこういうスタンスで各メディ

アに向き合っていくという認識なのですかね。 

 一個一個の記事に対して、この記事はこういうふ

うに見方が違うのですよとか、こういう見方をすべ

きなのですよということをやってくという認識なの

ですか、副市長。 

 一個だけそういう対応したのですよね。 

 過去に懇話会でも、事実誤認がある記事が出た際

には、訂正を申し入れたり、そこにきちんとホーム

ページで反論をするということは、網走市はしてな

かった。 

 しかし、今回に記事に関してはした。 

 この取扱いの違いが、私には理解ができてないの

ですよ。 

○後藤利博副市長 メディアに出たものに対して、

市のアクションということかと思いますけれども、

これまでも、逆にメディアに取り上げていただいた

文書について、内容が違っていますとか、事実と異

なっていますということで訂正をお願いしたりした

というような例は過去にもございます。 

 今回のものにつきまして、今、金兵委員のほうか

らも御指摘ありましたけれども、非常に、結果の部

分だけを載せていて、この数字というのはこういう

……何といいますか、計算根拠に基づいて、こうい

う年度になっていますとかという丁寧な説明がされ

ていなかったというのが、第一番目に私も感じたと

ころでございます。 

 こういうものが、本来、ひとり歩きすると、市が

最初に説明していた年度の違いというものもやっぱ

りございましたので、そこは何らかの形で市民の方

にも少しでも理解していただきたいという思いで、

対応させていただいた部分というふうにしてござい

ます。 

○近藤憲治委員 であれば、あの書き方ではなく

て、こういった資料を市民にそもそも公開していな

かった、伝えようとしていなかった、結果的に議会

の議論で表に出て、報道がなされたという、そもそ

も入り口から説明すべきなのではないですか。 

 まずい情報を隠していたかのように見られていた

わけですよ、あの局面では。 

 だから、そこからきちんと説明すべきだったので

はないですか。 

○後藤利博副市長 そこは、まさに近藤委員の御指

摘のとおりだと思っております。 

 これまでもお話をさせていただいておりますけれ

ども、確かにこういう資料、先ほど部長より上の者

も知らなかったという、市職員として仕事をしてい

く上でも、市がいろいろ市民の皆様に、あらゆる場

面で御説明をしたものと、例えば別にこういうよう

な形で作り上げたもの、違いというものがちゃんと

わからない中で、お示しをすることができない中

で、打ち合わせなどに使われてしまうものについて

は、やはり、それぞれの職員自らよく注意すべき、

市民に対しての説明ということのよく注意すべき事

項であったと思っております。 

○近藤憲治委員 今御答弁いただいたのですけれど

も、半分答えていただいて、半分はちょっと答えは

なかった印象なのですが、やはり市民に対し、ホー

ムページに載せて事情を説明するのであれば、その

経緯の全体図を本来説明すべきだったと思います

よ。 

 その経緯の全体図を伝えないと、なぜあのように

報じられたかというのは、市民の皆さんもわからな

いわけなのですから。 

○後藤利博副市長 御指摘ございましたとおり、も

う一度、市が協議に使いましたこの文章をホームペ

ージに上げ、これはこういう内容のものでございま

すということを、改めてホームページなどに掲載を

して、市民に説明をしていきたいというふうに思い

ます。 

○近藤憲治委員 その際には、なぜこの文章が公に
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なることになったのかという経過も含めて、説明を

する必要があると思います。 

 つまり、もともとは打ち合わせの資料だった、議

会の議論の中で、そういう資料を示すことになっ

た。 

 その上で、こういう資料が公になり、この資料の

中身はこうだったという、そのプロセスを一連で説

明していかないと、この前のホームページの記載と

いうのは、北海道新聞の何月何日付けの紙面の記事

についてから始まっているのですね。 

 それはあまりにも唐突感があるわけですから、本

来、この文書の性質を説明するのであれば、なぜこ

の文書が公になったのかという一連のプロセスから

説明をしないと、全く何もわからない市民の皆さん

は、何なのだろうこの話ってなってしまいますか

ら、公開するのであれば、なぜ公開にすることにな

ったのかという一連のプロセスも含めて、同時に説

明しないと、要らぬ誤解を、つまり隠そうとしてい

たのですかという指摘をされてしまうので、きちん

とやったほうがよろしいのではないですかというお

伺いです。 

○後藤利博副市長 ただいま御指摘ありましたとお

り、なぜこの資料がこれまで出てこなかったのかと

いうのを、今、委員のお話ありましたように、隠し

ていたのかというような捉え方をされるというの

も、なかなか市としてもよろしくない部分でござい

ます。 

 経過も含めて、市民の皆様にわかりやすく、改め

てお知らせをしたいというふうに思います。 

○近藤憲治委員 続きまして、こちらの資料、今、

まさに網走市のごみの処理の在り方を検討していた

だいている、廃棄物減量等推進懇話会の皆さんに

も、説明をした経過があるというふうに伺っていま

す。 

 それは私も緊急質問の中で、伺わせていただいた

案件なので、迅速に対応されたのだなというふうに

受け止めるところもあるのですけれども、最後に１

点だけ、懇話会、今後のスケジュール、10月の５だ

か６だかに、開催が予定されていたと思うのですけ

れども、それは予定どおり開催されていくのかどう

か、事実を確認させてください。 

○近藤賢生活環境課長 前回の懇話会におきまして

は、次の懇話会は10月の５日にするという形で進め

ておりましたが、５日の開催は見送りました。 

 それにつきましては、今後の残余測量の結果が出

てから改めて開催したいという形で、各委員の方に

はお知らせをさせていただきました。 

○近藤憲治委員 今の答弁に関連して、改めて確認

ですが、残余測量は10月の前半、１週目頃で結果が

出るのはいつでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 測量は10月に入ってから行

うのですが、分析した結果が出るのは10月の下旬に

なります。 

○近藤憲治委員 何週目ぐらいになるかぐらいはわ

からないでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 例年のスケジュールから見

ると、３週目か４週目になるというふうに考えてい

ます。 

○近藤憲治委員 その際に、これは決算審査の中で

も議論させていただいた、網走市の今のごみの排出

総量が、基本トン数で出てきていて、この残余測量

調査というのは立米でしていると。 

 大変比較がしづらい数値になっているので、総排

出量、それから年間ごとの排出量を含めて、立米換

算したデータをちゃんと示して、比較ができるよう

にしていただきたいということも、決算で議論させ

ていただいたのですけれども、この10月の３週目に

測量の調査が上がってくる頃には、その資料もでき

るのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 現在、先ほどの廃棄物処理

検討事業、コンサルに委託しておりますので、その

中の技術者の意見を含めた上で、トンからの立米換

算も、改めて公表するような内容としたいと考えて

います。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移ります。 

 次に、ごみ袋の一部品切れについて説明を求めま

す。 

○近藤賢生活環境課長 資料１号の、（２）ごみ袋

（埋立ごみ用）の一部品切れについて説明させてい

ただきます。 

 ①の在庫切れの原因、そして経過でございます。 

 令和４年度の指定ごみ袋作成業務委託契約は、今

年の４月21日付けで締結し、国内の事業者と契約を

しておりますが、作成は中国で作成した指定袋を、

年度内４回、７月25日、９月26日、11月25日、２月

22日の４回に分けて、網走市の保管配送業者の倉庫

に納品する内容となっております。 
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 納期と枚数については、資料３ページに記載した

とおりです。 

 納期遅れの原因でございますが、新型コロナウイ

ルスの影響により、中国の工場で出勤可能な作業員

が確保できず、これはロックダウンの影響もあった

というふうに伺っておりますが、そういった形か

ら、袋詰めの作業が遅延していた内容となっており

ます。 

 なお、委託事業者からは、９月12日の週に、航空

便で７月納品分の一部を納品し、その他は船便で発

送する、そして９月30日までには、網走市内の倉庫

に納品すると説明があったため、９月中には納品が

可能と判断していたところでございます。 

 しかし、９月20日時点で、保管している埋立ごみ

の袋が在庫切れとなっており、一部の店舗におい

て、埋立ごみの指定袋が交付できない状況となって

おります。 

 なお、各店舗に対しましては、９月末に納入され

る内容のお知らせの掲示を依頼し、対応をいただい

ているところでございます。 

 また、一部の大規模な店舗におかれましては、全

くない状況があったことから、市内の在庫のある店

舗から一部融通をして置いていただいた経過もござ

います。 

 ②としまして、今後の対応です。 

 ９月26日に航空便で、一部の指定ごみ袋は納品さ

れます。 

 本日になりますが、その後、保管配送業者と調整

し、各店舗に配送することとしております。 

 そして、９月30日に納品予定となっている船便に

つきましては、７月25日分が入ってくる予定です

が、現時点で事業者と確認したところ、未定となっ

ております。 

 この後、そこは９月30日までに入れば何とかつな

がる状況ではあるのですが、遅れる見通しとなる場

合には、期間を設定して、中身がわかる自由な袋で

の収集に変更することも考える必要があります。 

 そうなった場合の周知の方法は、指定袋の販売箇

所に、埋立ごみの自由な袋での収集のお知らせ内容

を掲示するとともに、また、市内の広報業者等に依

頼をして、広告で周知をしていくことが必要と考え

ております。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 それでは、ただいまの説明で質

疑等ございませんか。 

○澤谷淳子委員 店舗によりましては、よく品切れ

になって、いつ頃入荷ですというのも結構ありまし

たので、今回も同じようなのかなと思っていたので

すけれども、９月22日の市のホームページにも、こ

のことを載せていただきまして、そこにも今おっし

ゃったように、すぐさまほかので代用してください

とかではなく、入荷する予定ですので、その店舗に

なかったらほかの店舗を回ってくださいねというこ

とも書いてありましたので、今の御説明を聞いて、

大変わかりました。 

 ちなみに、これが網走だけなのかと思っていたの

ですが、もう全国的に全く同じ理由で、コロナで人

繰りがうまくいかなくて、もう全国的に、ほかの町

は燃えるごみですか……、その袋になっているよう

で全国的に不足しているのがわかりました。 

 まちまちで、やっぱり皆さん大体９月頃にこうな

っているということで、その町その町で違うのです

けれども、初めからほかの袋で代用していいよって

発表している町もあるし、網走と全く同じで、もし

この袋が足りなくなりそうだったら、その近くにな

って判断して、すぐさま情報を発信するようになっ

ているという町も大変多かったです。 

 ですので、９月30日が一応目安となっているので

すけれども、もし仮に入らなかったとしたら、その

周知方法、さっきすぐにとはおっしゃったのです

が、ホームページとかだったら、どうなのでしょう

ね、チラシとか入れてくれるとか、何かございます

でしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 仮になるのですが、こちら

周知するに当たりましては、ホームページも必要で

すけれども、やっぱり紙媒体で広報業者等に依頼し

て行うことが必要と考えております。 

○澤谷淳子委員 そうですよね、チラシは本当に皆

さんよく見ているので、それがいいと思いました。 

以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

○金兵智則委員 状況はわかりました。 

 まず、ちょっと順序立ててお伺いしていきたいな

と思うのですけれども、令和４年度はこういうふう

に締結して、年４回ということになっているのです

けれども、これって例年こんな感じなのですかね。 

○近藤賢生活環境課長 例年、このようなスケジュ

ールでお願いをしております。 

 こちらを見るとわかるように、１回目で全体の半

分が来て、あと残った分は少ない数字で、４回目は
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かなり少ない数字で入ってくる内容となっておりま

す。 

○金兵智則委員 スケジュール的には、この袋にな

ってから、こういうふうに流れていたのだよという

ことなのだと思います。 

 新型コロナの影響で遅延していたというふうに書

いていますけれども、１回目は７月25日に納品され

る予定だったわけですから、結局担当課として、こ

れが来ないってわかったのはいつなのですか。 

○近藤賢生活環境課長 ７月25日分は、ひと月遅れ

るという情報がありました。 

 ただ、市の指定ごみ袋については、おおむね２か

月から３か月分余裕があるということで、この時点

では、９月までに入れば、何とかつながるというふ

うに考えていたところです。 

 業者のほうからは８月に入る、それが９月中旬に

なるとなって、今、９月下旬になるという状況でご

ざいます。 

 今回につきましては、この９月下旬、30日がはっ

きりしない内容となっておりますので、こちらも中

国の事情もあると思うのですが、こちらに先ほどの

資料で記載したように、遅れる見通しとなる場合に

は、次の手段を皆さんに発表してお願いをするとい

うふうに進めていかなければならないと考えていま

す。 

○金兵智則委員 今後の対応というのは書いてある

のでわかるのですけれども、そこに至る経緯をちょ

っと順序立てて聞いていきたいなと思ったので、７

月25日に入るものが１か月遅れますよと、８月末で

すよね、８月末になりますようということになった

ときに、ひと月からふた月在庫があるのでというの

は、在庫はその時点で１回確認を取っているという

ことですよね。 

○近藤賢生活環境課長 在庫につきましては、保管

配送業者と連絡を取り合いながら、把握していると

ころです。 

○金兵智則委員 次に８月末になりますよというふ

うに言われました。それもまたどのタイミングか

で、それも無理ですという連絡が入ると思うのです

よね。 

 それはいつ頃なのですか。 

○近藤賢生活環境課長 ８月末の納品が難しいとい

う連絡が入りまして、８月末が難しくて、９月12日

に航空便で一部納品しますという連絡が、９月12日

の週に航空便で入るということが、８月末に情報が

流れてきているところです。 

○金兵智則委員 そうしたら、本来であれば届く予

定の８月の末の時点で、やっぱり難しいですと、９

月12日の週になりますよという連絡がこの時点で入

りました。 

 そのときにも在庫の確認はされている。 

○近藤賢生活環境課長 都度在庫は把握できるよう

になっています。 

○金兵智則委員 その時点で９月12日に入ってくれ

ば、間に合うだろうなという予測というか、読みと

いうか、そういう状況だったということですね。 

○近藤賢生活環境課長 ９月12日に入るものがあれ

ば、つながるというふうに判断しているところでし

た。 

○金兵智則委員 ということは、９月12日の週に入

るという連絡が入った時には、これぐらいの量です

というのは言われていたということですよね、つな

がるというふうに考えたのですから。 

○近藤賢生活環境課長 ９月12日で一部が納品され

るということにはなっていたのですが、その９月12

日のものも、結局本日になっているという状況でず

れてはいます。 

○金兵智則委員 うん、あの、順序立てて聞いてい

るので、聞かれたことに答えてください。 

 ９月12日の週に一部入るって言われたその一部の

数量はどれぐらい入ってくるから、在庫との絡みで

つながるねというふうに判断したのですよねって聞

いているのです。 

○近藤賢生活環境課長 空輸便の内訳でございます

が、12日と言われたところなのですが、埋立ての10

リットルと20リットルが20箱、そして、30リットル

が10箱、この埋立ての10から30リットルは、一番出

るサイズのものなので、それを先に送っていただ

く、そして９月末までに船便の分の多数の者が納品

されればつながるというふうに考えておりました。 

○金兵智則委員 これだけの数量、若干数ですけれ

どもね、取りあえず届けば、つながるだけの在庫

数、その時点ではそうだったということですね。 

 ９月12日のものが取りあえず、また入らないとい

う連絡があったのは９月12日の週なのですかね。 

○近藤賢生活環境課長 最初に連絡が入るのは、入

る予定の日です。 

○金兵智則委員 ９月12日の週、まあ何日に入るっ

て言われたのかまではあれですけれども、そのとき

にまたやっぱり入りませんよという連絡で、そこの
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流れの中で、在庫数を把握するお店のほうから、そ

ろそろ在庫がなくなりそうなのですけれども、とい

うような問い合わせみたいのはなかったのですか。 

○近藤賢生活環境課長 発注が入って、出せないと

いう状況にはございました。 

○金兵智則委員 発注が来て出せない状況のこと

を、お店側には連絡は都度入れているということで

すよね。 

○近藤賢生活環境課長 なくなった場合は、ファク

スで全店に連絡をしております。 

○金兵智則委員 20日の時点で、一部店舗で在庫切

れが起きてしまったというところまで、結局いっち

ゃったのですよね。 

 在庫切れになって、棚からない、多分買いに行く

人が出てきたので、ばあーっと大騒ぎになって、９

月22日にホームページ掲載といったような流れで、

細かく言えばそういった流れだったというふうに思

うのですけれども、今後の対応はこのように書いて

いますから、そのように進めるのですけれども、ど

こかのタイミングで、やっぱりちょっと入荷が遅れ

ています、埋立ごみの軽減に御協力くださいという

ことで、できるかどうかはまた別問題として、そう

いう発信をするタイミングはどこかであったのでは

ないかなって考えるところなのですけれども、いか

がですか。 

○近藤賢生活環境課長 私どもとしましては、９月

中に納品されるという予定でいまして、各販売店の

販売ブースにお知らせの内容を掲示していただきま

した。 

 ９月末までに入りますということで、掲示をして

いたところですが、今回、入らない可能性も今あり

ますので、そこは皆様にまた改めてお願いをしてま

いりたいと考えます。 

○金兵智則委員 なくなってしまってからでも、も

う遅くはないと思う……持っている人もね、まだ結

構いるので、ない状況なので、なるべく少しでも上

手に使ってくださいという協力があっても、しよう

がないですよね、でももうなくなっちゃったのです

から、袋を自由な袋でというと、それはまた結構な

労力がかかりますので、少しでも今、皆さんが手持

ちしている袋を有効活用していただくような御協力

は、お願いしていくべきだというふうに思います

が、いかがでしょう。 

○近藤賢生活環境課長 袋の節約を呼びかけるとい

うことも、大変重要なこととは思います。 

 ただ、皆さん、それぞれライフスタイルがあっ

て、袋を節約すると言ってもなかなか難しいかもし

れないので、その辺りは、これから広報していくに

当たっては、配慮した内容で皆さんに協力を求めた

いと考えております。 

○金兵智則委員 ライフスタイルがあるのでね、埋

立ごみを減らしてくれって言って減らせるなら、最

終処分場も、もっともっているのですから、それが

難しいのはわかるのですけれども、ただ袋がないよ

という現状の発信にもなるわけじゃないですか。 

 袋がないので御協力をお願いしますと発信すれ

ば、今袋がないのだなということがわかりますよ

ね。 

 今現在でも、多分知らない人って買いに行ってな

ければわからないわけですから、赤い袋がないとい

うことがね。 

 それも含めて、発信していかなければいけないの

ではないのですかという話なのですが。 

○近藤賢生活環境課長 その辺りもホームページ等

で発信をしてまいります。 

 また、ホームページに併せて、今補充して、ある

程度はあるのですけれども、大規模店舗においては

ないところが多くあるのですが、ほかのコンビニで

すとか、個人商店とかにも袋はございますので、そ

の辺りも発信して協力を求めてまいりたいと考えて

おります。 

○金兵智則委員 なかなかね、こういう状況になる

かどうかは見通せないというので、難しいのかなと

思いますけれども、どこかのタイミングで１回発信

をするというのも手だったのかなと思いますし、後

手、後手になる前に、動き出し……来れば間に合

う、来れば間に合うという期待感で待っていたのだ

と思うのですけれども、結局ね、結果としてはこう

なっちゃったので、やっぱり積極的な活動という

か、動きがどこかで必要だったのかなと思いますの

で、今後の教訓としていただきたいなと思いますの

で、いかがですか。 

○近藤賢生活環境課長 袋が不足していることにつ

きましては、適切なタイミングでの皆さんへの協力

のお願いというのは必要と思いますので、皆さんに

協力を呼びかける時期については適切に対応してま

いります。 

○金兵智則委員 適切なタイミングで、ごみに関し

てはいろいろ思っている方もいっぱいいるので、ど

んどん、どんどん発信できることはしていったほう
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が僕はいいと思います。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

○石垣直樹委員 しっかり今後の対応も検討されて

いるということで、安心したのですけれども、コロ

ナのせいで、中国で生産している袋を、袋詰めして

いる作業員が確保できずに、全国的に袋の納入が遅

れているという事態で、網走においても不足が始ま

ったというところだと思いますが、本日の段階でう

ちの嫁は、その事実を知りませんでした。 

 懸念されるのが、このことが公になって、昔でい

うオイルショックのときのように、買い占めが走ら

ないことが心配されますが、それはさておいて、今

の質疑の中で、今後の対応として最悪の場合、透明

な自由な袋を使って捨ててもらうことも考えると。 

 赤い埋立ごみ袋は有料で買っているのですが、今

後そういったときに、透明な袋で出したときのその

料金はどうするのか、例えばシールを貼って出すの

かとか、その辺の詳しい対応を聞かせてください。 

○近藤賢生活環境課長 基本的にはある袋を利用し

てください、手に入らない場合は自由な袋でお願い

するという流れになっていくと思いますが、自由な

袋を使っていただく期間につきましては、手数料を

徴収することはできないというふうに考えていま

す。 

○石垣直樹委員 中には、ひょっとしたら溜めてお

いて、そのときに出すこともできてしまうという事

態も想定できますので、無事に納品されて、そうい

うことが起きないことを祈っております。 

 引き続き、丁寧に対応していただければと思いま

す。 

 以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

 いいですか。 

○近藤憲治委員 私からも幾つか確認がてら伺わせ

ていただきますが、今後の対応のところに書かれて

いる、今後納品の見通しが立たない場合は透明の袋

等、別の袋でも出してもいいですよというのを、期

間限定で行おうという考え方はわかるのですけれど

も、この判断をするのは具体的にいつになるのでし

ょうか。 

 本日９月26日ですが。 

○近藤賢生活環境課長 今のところ、いつ港に入っ

て、網走に納めるかわからないという返事が来てお

りますので、これが、今回、26日に航空便で入った

ものは、今週１週間はつながると思いますので、さ

らに、例えば10月の初めでも入らないということが

確定した場合には、この対応策を進めていくことが

必要と考えております。 

○近藤憲治委員 10月前半の段階で判断をするとい

うことで、理解をさせていただきました。 

 あわせて、一部店舗での品切れということで、あ

る店、ない店がありますよという答弁を先ほどされ

ていましたが、実際に品切れになっている店舗がど

れくらいあるのかというのは把握されていますか。 

○近藤賢生活環境課長 ９月21日に大規模の店舗を

調べてきました。 

 全く埋立ての袋がないという店舗が３店舗、大規

模の店舗、全部で８店舗なのですが、３店舗で全く

埋立てがないと。 

 そして、一部の店舗、あとの５店舗については…

…二つの店舗については、全てが残っていると。 

 そして、その他の店舗につきましては一部がなく

なっているという状況でした。 

○近藤憲治委員 そういう実態が既にあるので、お

店に行ったら確かに張り紙はされていて、発信され

ているのだなと思いますけれども、行ってない市民

の方からすると、行って初めて知るという部分、先

ほど来、複数の委員の方がもうちょっと発信しない

と、市民の皆さんがお店に行ってから何これという

反応になりますよという、私もそうだなと思いま

す。 

 ここはやっぱり、事実をちゃんと伝えていくとい

うのを早目に判断をして、対応することが必要だっ

たなと、私も率直に感じます。 

 あわせて、店舗に貼られている文書をよく読む

と、違うサイズでやってくださいということも書か

れているのですよね。 

 埋立ごみって元々赤い袋、値段高めに設定されて

いますし、小さいサイズがないから、大きいサイズ

を買いなさいよと言うのは簡単なのですけれども、

費用的には高いですよね。 

 なので、供給側の事情とはいえ、市民の皆さんに

迷惑、不利益をかけているという印象は、私は持っ

ていますので、そういった点も含めて、早目の状況

の周知と、それからおおよその見立てを伝えていく

べきでしたし、その違うサイズで何とかしてくださ

いというのは、ちょっと筋違いな内容ではないのか

なという素朴な印象があるのですけれども、そこに

ついての御認識はいかがでしょうか。 
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○近藤賢生活環境課長 違うサイズでの流用と言い

ますか、お願いもしたところですが、今後は在庫が

切れることがないような、発注の在り方を考えてい

くことが必要と考えております。 

○近藤憲治委員 在庫が切れるという部分で、先ほ

どもやり取りさせていただいたのですが、店によっ

てばらつきはあるのですよね。 

 ある店もあるわけなのですよ。 

 なので、その辺りの在庫の把握というのが、店舗

ごとですよ、店舗ごとの、全体の枚数の把握ではな

くて。店舗ごとの在庫の把握というのは、今回初め

てしたということですよね、さっきの話でいくと。 

 大規模店舗でなくなっているという現状があるか

ら、初めて店舗ごとにどれくらいあるのだろうとい

うのを見てみたという理解でよろしかったですか。 

○近藤賢生活環境課長 委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

 通常につきましては、店舗在庫というのは把握し

ていないところです。 

 保管配送業者の在庫は把握していますけれども、

店舗に何箱残っているかという把握は、通常はして

ないです。 

○近藤憲治委員 私は、そこも結果的には、実際お

店でないというのをすぐには察知できないですもん

ね、在庫を把握してないってことは。 

 顕在化して始めて聞いてみて、この店はないん

だ、この店もないんだって、要は後追いで把握でき

るだけになってしまうので、やはり供給サイドとし

ては、店舗ごとの在庫把握というのは恒常的にでき

るような仕組み、ただそこはデジタルファースト宣

言している自治体ですし、簡単な把握の方法を確立

するというのも必要だと思いますけれども、日常的

な店舗ごとの在庫把握はしてなかったことについて

の認識と、今後どのようにしていくのかのお考えを

伺います。 

○近藤賢生活環境課長 申し訳ありません、もう一

度お願いします。 

すみません。 

○近藤憲治委員 先ほどの答弁では、日常の中で店

舗ごとの在庫把握はしていないという答弁がありま

した。 

 こういう事態にあって初めて、お店に聞いて、こ

の店はないんだというのが把握できたという話なの

ですよね。 

 それはそれでそうだったのですねと思う反面で、

日常的に把握できていれば、もっと早めの対応や、

もっと早目の発信につながったという感覚がありま

す。 

 それは非常に手間がかかるのではないかという御

指摘もありますが、一方では、網走市はデジタルフ

ァースト宣言をしているわけですよね。 

 デジタルテクノロジーで、なるべく効率的な行政

運営を目指していこうと言っているわけですよね。 

 だからそういう点でも、在庫把握、特に店舗ごと

の在庫把握をできるようにして、こういった事態が

発生しそうな際に、何かその在庫が妙に減っていっ

ているねとかね、そういったことが事前に察知でき

れば、早目の広報だとか、場合よっては在庫間の流

用、移動とかね、そういった対応によって、この店

では欠品してしまったという事態は避けられたかも

しれない。 

 今のままだったら、また起きるのですよね。 

 また、店舗ごとに聞いてみて、こっちの店にはあ

る、こっちの店にはないみたいなことが繰り返され

ていくわけだから。 

 こういう経験した以上は、じゃあどういう方法で

今後は防げるのかなという、なるべく在庫を切らさ

ないように発注していきますというのもわかるので

すけれども、この在庫状況の把握をしながら、早

目、早目の手を打っていくという、予防策を充実さ

せるような思考も必要だと思いますけれども、いか

がですかということを伺っています。 

○近藤賢生活環境課長 申し訳ありません。 

 今のですね、店舗ごとの在庫につきましては、平

時であれば、特に問題がないところですが、今回の

ように納品遅れで在庫が切れてくるという状況にな

った場合につきましては、各店舗の在庫状況の把握

に取り組みまして、そういった内容を把握した上で

袋がない状況の策を進めていくというふうに、次回

はということはないのがいいのですが、そういった

事態になる場合は、そういった形で各店舗の在庫を

早目に発行するように改めてまいります。 

○近藤憲治委員 今の答弁でいうと、在庫を早目に

把握するような取組はやっていくということです

ね、平時から。 

○近藤賢生活環境課長 平時につきましては、特段

問題ないと思うのですが、このように入らないとい

う事態がある場合には把握していく必要があると考

えています。 

○近藤憲治委員 だから、その入らないというとき
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の未然の対応ですよね。欠品まで至る前に、どうい

うふうに在庫バランス調整するかという……。 

〔発言者あり〕 

 そうです。大体わかるようにしておいてほしいの

ですよ、早目の段階で。 

 そうすると、欠品に至る前に対応できるわけです

から、欠品してから調べますではなくて、というこ

とを伺っているのですよね。 

○近藤賢生活環境課長 保管配送業者の在庫は把握

していますので、そこがなくなってくるのが目に見

えてくる場合は、各店舗に欠品が生じないようにき

ちんと把握してまいります。 

○近藤憲治委員 平時は在庫が潤沢にあって、配送

業者からも潤沢に出せて、各店舗にも潤沢にあっ

て、供給されていれば問題ないのですけれども、今

回みたいに供給側が細って、どこかに欠品が生じる

可能性があるというときには、その欠品が生じてか

ら調べるのではなくて、欠品前に、どの店が減り幅

が大きいのかなとか、そのためにはこっちの在庫を

こっちに移さなければなとかという、その柔軟な対

応ができないから欠品するわけですよね。欠品した

わけですよね、それができないから。 

 そういうことをどうやって防いでいきますか、今

後という話をさせていただいているので、今後考え

るということなので、今後、考えるということだと

思われますけれども、そこはデジタルテクノロジー

使えば、極めて簡単な、別に対面する必要もない、

電話する必要もない、ライン１本送ってくださいで

もいいので、そういった取組を考えていくというの

が必要だと思いますけれども、いかがですかという

ことを伺っています。 

○近藤賢生活環境課長 袋のこの注文の仕方が、ち

ょっとデジタルから今、まだ進んでいない状況でご

ざいまして、ファクス等でやっている内容です。 

 そこは、改めて研究する必要がありますが、店舗

の在庫状況も適切に把握するように努めてまいりま

す。 

○近藤憲治委員 以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、理事者入替えのため暫時休憩いたしま

す。 

午後２時39分休憩 

午後２時49分再開 

○松浦敏司委員長 再開いたします。 

 次に、指定管理業務の関係で、文教民生委員会の

所管の一部の事業について調査する必要があるとい

うことで判断しましたので、調査をしたいというふ

うに思います。 

 具体的には、スケートリンク場の管理運営であり

ます。 

 この間の議論の中で、多くの市民の方からも関心

が寄せられているところでありますので、この点に

ついて調査をしたいと思います。 

 理事者のほうから何か、最初にありますか。 

 質問に入っていいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、それぞれ委員の皆さんから、この間のもの

について質疑を受けたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○石垣直樹委員 急遽入った件だと思いますが、委

員長の独断で所管事務調査、この指定管理の件が上

げられたと思いますが、委員長はどこに問題点があ

って調査しなければいけないと思っているのか、論

点を明確にしてください。 

○松浦敏司委員長 まず、指定管理業務の関係で、

この間、具体的には、決算特別委員会でもそうです

が、その中で、文教民生委員会に関わる部分で、具

体的に疑念を持たれるような内容、それが十分その

場で解明されていなかったというふうに考えていま

す。 

 特に、アイスホッケーの整備管理運営費の関係

で、市民の方からも具体的にどうなっているのだと

いうお話もありましたので、どこまで究明できるか

わかりませんけれども、文教民生委員会として一定

の調査をしなければならないというふうに判断した

ために、急遽でありますけれども、そういった判断

をさせていただいたということであります。 

○石垣直樹委員 アイスホッケーの管理運営につい

て、疑念が生まれたというところでございますが、

論点をしっかり整理して、ちゃんと調査するため

に、管理運営の何について疑念が生まれたのか、委

員長教えてください。 

○松浦敏司委員長 何についてというか、その辺

が、決算審査の中では詳しくはわからない中で、結

果としては終わってしまったということであります

ので、その部分、他の委員の皆さんもどうなってい

るのだということは、多分あるのではないかという

ふうに思います。 

 私自身も、具体的にどんな……管理運営費につい
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ては日専連にあり、そのあとアイスホッケー運営協

議会とかというところになされていたということな

のですが、その辺での運営費の流れについても、よ

くわからない部分があるので、それは調査する必要

があるのだろうということで、私なりに判断したと

ころであります。 

○石垣直樹委員 アイスホッケー運営委員会に流れ

ている運営費について、わからないところがあるか

ら理解するために、この委員会が開かれたというこ

とで理解しました。 

○松浦敏司委員長 それでは質疑を受けます。 

○金兵智則委員 改めて、まずお伺いしたいのです

けれども、アイスホッケー場と言えばいいのです

か、アイスホッケーリンクって言えばいいのですか

ね……の管理運営に関して、市は日専連を指定管理

者として指名し、その日専連さんが、アイスホッケ

ー連盟と委託契約を結び、そこに委託費として20万

円が支払われているといったような流れで間違いが

ないでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 今、委員おっしゃられた

とおり、市のほうからスケートリンクの造成等に関

しましては、日専連とも契約させていただいており

まして、その中で、ホッケーリンクにつきまして

は、日専連とアイスホッケー連盟のほうで契約して

いただいて、リンクの造成管理等をしていただいて

いる状況であります。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 スケートリンクの中のアイスホッケー場という一

部分だってことですね。 

 わかりました、理解をさせていただきました。 

 このような体制になったのはいつからなのです

か。 

ざっくりで構わないですけれども。 

○大西広幸スポーツ課長 アイスホッケー連盟に委

託するようになった時期ということですか。 

 ホッケーリンクのほうは、造成されましたのが、

常設設備として設計されたのが平成12年となってお

りますので、12年からホッケー連盟のほうに、この

ときはまだ指定管理制度を導入しておりませんの

で、市のほうからアイスホッケー連盟とで契約させ

ていただいて、業務委託していたというところでご

ざいます。 

○金兵智則委員 平成12年から常設になったので、

市からアイスホッケー連盟と契約をしていたよと。 

 それが今の形になったのはいつなのですか。 

○大西広幸スポーツ課長 指定管理者制度の導入が

平成20年ですので、平成20年の指定管理者制度導入

時点から、指定管理者とアイスホッケー連盟との間

で業務の委託をしていただいて、造成をホッケー連

盟のほうにお願いしているというところでございま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 ちょっと確認なのですけれども、決算特別委員会

のほうで、40年もこの体制だみたいな話があったと

思うのですけれども、それって、今、これ年数を聞

けば、20年……30年ぐらい……20年ぐらい前の話な

のですけれども、そういうことなのですかね。 

○大西広幸スポーツ課長 常設になる前は、アイス

ホッケー連盟のほうの自前の費用で、連盟の費用で

造成等やっていただいておりまして、市のほう、特

に造成費用を負担しておりませんでしたので、常設

になりました平成12年から、アイスホッケー連盟の

ほうにお願いしているというところでございます。 

○金兵智則委員 では、平成12年から市が造成費と

言えばいいのか、委託料と言えばいいのか……を支

払うようなったということなのですけれども、その

金額は一貫して20万円なのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 当初から20万円というふ

うに聞いております。 

○金兵智則委員 これ、委託契約、まずは市とホッ

ケー連盟さんの委託契約というのは、契約書は存在

している。 

○大西広幸スポーツ課長 存在しております。 

○金兵智則委員 では、平成20年以降は日専連さん

がホッケー連盟と契約をしていると思うのですけれ

ども、これは市として把握されている、契約書の存

在もろもろ。 

○大西広幸スポーツ課長 平成20年以降も、当初、

日専連ではありませんが、指定管理者とホッケー連

盟のほうで、業務委託契約が締結されております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 ごめんなさいね、その頃は日専連じゃなくて、指

定管理者、別のところだということなので、今後は

指定管理者と言わせていただきますけれども、指定

管理者からは、委託先との何て言えばいいですかね

……業務報告、決算報告と言えばいいですかね、決

算報告、業務報告なんかは、平成12年までは直接や

っているのですからもちろんあったのだと思うので

すけれども、平成20年からもあったのかどうなの

か、併せてお伺いしたいと思います。 
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○大西広幸スポーツ課長 決算報告、平成20年以

降、指定管理制度になってからの業務委託契約をし

ていますけれども、そこで指定管理者とホッケー連

盟の間で決算報告がなされているかどうかにつきま

しては、確認はしておりません。 

○金兵智則委員 ということは、市としては指定管

理者から報告を受けるのだと思うのです、指定管理

者ですからね。 

 そこにはホッケー連盟、20万円の委託料……、こ

れが明記されていれば、市としてはそれでオーケー

ということなのですね。 

○大西広幸スポーツ課長 結論的に言うとそのとお

りでございますが、ホッケーリンクを造成するに当

たりまして、実際、事業者に委託するとなると、こ

の10倍以上の金額がかかるものというふうに考えて

おります。 

 決算を出すにしましても、人件費等々、ほぼボラ

ンティアでやっていただいていまして、その20万円

の中でも、燃料費等の負担もしていただいておりま

すので、そこを詳細に求める必要はないのかなとい

うふうに考えております。 

○金兵智則委員 では、ちなみに、直接契約を結ん

でいた平成12年から平成19年までの分に関しては、

資料として存在しているのですよね。 

 決算報告はあるのですよね、委託ですからね。 

○大西広幸スポーツ課長 こちらにつきましては、

決算報告については、業務完了はありますけれど

も、決算報告につきましては頂いておりませんでし

た。 

○金兵智則委員 それって問題ないのですか。 

○大西広幸スポーツ課長 契約書の中に、業務完

了、決算報告の提出義務はございませんでしたの

で、求めておりませんでしたし、実質、ホッケーリ

ンクが造成されて、利用できる状況にあったという

ことで、しっかり業務はなされたというふうに判断

して、支出はしております。 

○金兵智則委員 では、委託契約の中に、副市長、

そういうものってほかにもあるのですか。 

 決算報告を求めないというか、決算報告がなくて

も、業務がちゃんといっているから大丈夫だろうと

いうものはあるのですかね。 

 そこは委託をしている市としては何の問題もない

ことなのですか。 

 何か、すごく違和感が僕にはあるのですけれど

も。 

○後藤利博副市長 民間の団体などに委託業務、団

体ではなくても、事業者に委託業務を発注すると、

実績報告のあれは当然求めることになりますけれど

も、今回のようなケースの決算報告とかというよう

な中身までは、その団体の収入がそれだけにならな

いものもあるでしょうし、団体としての全体の決算

ということになると、そこまで求めるかというと、

そこは申し訳ありません、私も全て承知はしており

ません。 

○金兵智則委員 今の説明だとあれなのですけれど

も、たしか補助金なんかは、ある団体に出した時に

そこの団体、その補助金だけではないけれども、決

算報告って受けていますよね。もちろんその収入の

中に、わからないです、どこかから幾ら、どこかか

ら幾ら、そして補助金幾ら……ってなっていて、決

算の中にはこの事業をやりました、この事業をやり

ました、この事業をやりましたというのは必ず出て

いるはずなのですけれども、そこは委託に関しては

要らないのですか。 

○松浦敏司委員長 暫時休憩します。 

午後３時03分休憩 

午後３時05分再開 

○松浦敏司委員長 再開いたします。 

 金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○後藤利博副市長 お時間を頂きまして、すみませ

ん。 

 通常、委託業務の場合は、その団体の決算報告と

かというのは求めません。 

 補助金ですとか負担金を市側が出しているという

ようなところについては、決算報告を求めていると

いうことでございます。 

○金兵智則委員 取りあえず、じゃあ委託について

は求めなくても問題はないということの答弁だった

のですね、わかりました。 

 背景はわかりました。そういうことですね。 

 そうしたらそこが、何で使われていても、特に問

題はないということなのですね。 

 それこそ、今で言えば、指定管理者との間でも、

特にそこはないということなのですよね。 

 何に使われたとかということの報告はないという

ことなのですよね。 

○大西広幸スポーツ課長 決算報告いただいており

ますので、そこは使途につきましては特に制限はご

ざいません。 

○金兵智則委員 現状はわかりました。 
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 あと、ちょっと気になるのが、その委託費、何に

使われているかわからないのですから、これ、アイ

スホッケー場のその整備とかをやられているのは、

市役所の職員さんが多いというような話も、決算特

別委員会の中であったのですけれども、それはそう

なのですか。 

○大西広幸スポーツ課長 日専連のほうから委託し

ているのは、アイスホッケー連盟という団体に対し

ての委託になります。 

 連盟の中のホッケー部とかそういう、所属してい

る方が、今は市の職員が多いという形になっており

ますので、市の職員だけで構成されているものでは

ないというところでございます。 

○金兵智則委員 そうなのだと思うのですけれど

も、いや、別にそこが悪いとか、悪くないとか言っ

ているわけではなくて、現状としてお伺いしただけ

なのですけれども。そうしたらですよ、この委託料

で渡っている20万円が、人件費の扱いではないです

けれども、何か報酬のような形で渡っていたとした

ときに、副業規定みたいなものに引っかからないの

かなという、ちょっと心配があるのですけれども、

ただ、どういう使い道をされているかわからない中

で、それって大丈夫なのでしょうかと思うのです

が。 

○大西広幸スポーツ課長 ホッケー連盟の中で、リ

ンク造成に関わっている者に対しては、報酬を支払

っておらず、ボランティアだというふうに伺ってお

りますので、そのような副業の規定とかにはかから

ないものというふうに考えております。 

○金兵智則委員 でも、何に使われているかわから

ないのですよね。 

 ボランティアと言われていますけれども、そこ

は、だって調べようがないわけですよね。 

 そこは間違いなく規定に引っかからないよという

のは、聞いているからで本当にいいのか、そこだけ

ちょっと心配なのです。 

 別にいいとか、悪いとか言っているわけじゃなく

て、本当に大丈夫なのかなという心配があるのです

けれども、いかがですか。 

○大西広幸スポーツ課長 そちらにつきましては、

ホッケー連盟の中でしっかりと管理されているもの

というふうに考えております。 

○金兵智則委員 管理されているから大丈夫……後

からぽろっと出てきたりしないですよね、またね。 

 そこは確認をとったほうがいいのではないですか

ね。 

 後から出てきちゃったら、また心配な話ですよ

ね。 

そこだけはちょっと心配だなと思っているので

す。 

○大西広幸スポーツ課長 ホッケー連盟に関しまし

ては、日専連とホッケー連盟の契約になっておりま

すので、日専連のほうから、その辺の事実について

は、確認できることにつきましては確認していただ

こうというふうに考えております。 

○金兵智則委員 確認できることはしておいたほう

が、僕はいいのかなというふうに思ったので、ちょ

っと言わせていただいたというのが一つです。 

 取りあえず一旦いいです。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも幾つか事実確

認をしながら伺ってまいりたいと思いますけれど

も、これ、もともと発端としては、過日の決算審査

特別委員会の中で議論がなされたところから始まっ

ていると思いますが、まず、これは公費で、指定管

理者を入れて整備をしている設備ではあるのだけれ

ども、一般開放されてない時期が長らくあったとい

うやり取りがあって、一般開放を確かにしていない

時期があったという答弁があったのですが、その事

実関係をまず確認させてください。 

 一般開放していなかったのがいつからいつで、一

般解放し始めたのはいつで、一般開放することにな

った判断の根拠は何か、お示しいただきたいと思い

ます。 

○大西広幸スポーツ課長 先ほど申し上げました、

平成12年に常設設備となりましてから、令和２年度

までの間につきましては、一般開放という形はとっ

ておりませんでした。 

 一般開放につきましては、令和３年度、今年です

ね、のシーズンから一般開放をさせていただいてお

ります。 

 今回、一般開放となりました経過につきまして

は、利用者のほうからの要望もございまして、これ

まで開放していなかった点もちょっと誤りなところ

もございますので、そういう要望もございましたの

で、令和３年度からオープン、一般開放させていた

だいております。 

○近藤憲治委員 この冬から一般開放し始めたと。 

 開放しなかったことについてはよくなかったとい

う趣旨の答弁なのですけれども、解放していなかっ
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た時期の理由というのは何だったのでしょうか。 

 その判断がよくなかったという答弁があったの

で、結論的にはよくなかったというところはわかる

のですけれども、一般開放してこなかった理由って

何ですか。 

○大西広幸スポーツ課長 言い訳になるかもしれま

せんが、そういう一般開放を要望される方がいらっ

しゃらなかったというところです。 

 まず、利用していたのは、ホッケーの少年団と一

般のチームということで、団体で利用をしていただ

いておりましたので、それまで個別に利用したいと

いう要望はございませんでしたので、これまでオー

プンしていなかったという点は、大変申し訳ないで

すが、オープンしていなかったというところでござ

います。 

○近藤憲治委員 これ、一般質問でもちょっと触れ

させていただいたのですけれども、今の行政運営の

根底に、言われなかったら要望はなくて、要望はな

いってことはやらなくていいみたいな思考があるの

ではないですかという指摘をさせていただきまし

た。 

 今の答弁って、まさにその典型例で、言われても

ないから要望がない、要望がない以上やらなくても

いいというのは、もしかすると網走市の市政運営の

コンセプトのように感じてしまうのですけれども、

それはよくないってことですよね、今の答弁で言う

と。 

 改めて確認させてください。 

 そんなコンセプトは持っていないと。 

 仮に要望がなかったとしても、これは公共で整備

したものであれば、きちんと市民の皆さんの共有財

産として、使っていただけるものであるという発信

をして、いつでも使えるように開いているものであ

るのが前提なのだという認識でよろしかったです

か。 

○大西広幸スポーツ課長 今回のそういう御要望を

聞いた上でのオープンになりましたが、公共の施設

としましては、誰もが使える施設ということで、要

望等ではなく、開放していろいろな施設、使える部

分につきましては開放していけるようにしていきた

いというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 続きまして、先ほど来議論のあ

る、委託の件についてであります。 

 平成12年から常設型の施設となって、当初は、市

からアイスホッケー連盟に直接の委託契約がなされ

ていたと。 

 この契約書は存在しているということだったので

すけれども、金額は、市から連盟に直接のときも、

20万円だったという認識でよろしいでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 すみません、平成12年当

時の書類は、現在のところ見つかっておりません

が、平成19年にアイスホッケー連盟と委託契約した

中身につきましては、20万円で契約しております。 

○近藤憲治委員 平成19年、つまり、指定管理者制

度導入前年については20万円だったことが確認され

ているけれども、それより以前の委託料については

わからないということでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 現時点では、平成12年当

時の書類が見つかっておりませんので、20万円であ

ったかどうかにつきましては、定かではないという

ところでございます。 

○近藤憲治委員 ちょっとその経過、これ多分です

ね、長年続けられてきたことなので、経過の把握は

必要なので、そこはちょっと、今後また調べてわか

る範囲があれば教えていただきたいというふうに思

っています。 

 平成20年以降は市から指定管理者を経由し、アイ

スホッケー連盟に再委託という形になりますかね、

これは。 

 再委託という認識でよろしかったでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 そのとおりでございま

す。 

○近藤憲治委員 指定管理者制度ですから、再委

託、契約書等でうたっていれば可能だと思うのです

けれども、このスポーツ施設、一連の管理運営につ

いては、再委託が可能な契約書の書面であるという

ことでよろしかったですか。 

○大西広幸スポーツ課長 業務一括して再委託する

ことは禁止しておりますが、市と協議の上、管理等

可能なものにつきましては、再委託可能というふう

に協定書のほうでもなっております。 

○近藤憲治委員 そこでお伺いしたいのは、日専連

さん、つまり指定管理者さんからアイスホッケー連

盟への再委託の契約、これはどのような契約が交わ

されているのか、できれば契約書の書面をこちらは

見たいです。 

 これはなぜかというと、どのような委託内容がな

されていて、結果的に、連盟さんがどのような業務

をやったのかというところの整合性を判断する、あ

る種の客観的事実の一つだと思うのですけれども、
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この契約書というのはどのような記載がなされてい

るのでしょうか。 

○松浦敏司委員長 暫時休憩します。 

午後３時18分休憩 

午後３時19分再開 

○松浦敏司委員長 再開いたします。 

 近藤委員の質疑に対する答弁から。 

○大西広幸スポーツ課長 この契約書の甲乙といい

ますか、契約者が日専連とアイスホッケー連盟です

ので、日専連さんのほうにこの契約書を出すことが

できるかどうかを含めて確認させていただいて、入

手できましたらその辺、御報告させていただきたい

というふうに考えております。 

○近藤憲治委員 つまり、市としては、この再委託

の内容を正確には現状を把握していないということ

ですか。 

○大西広幸スポーツ課長 市としましては、契約書

の内容は把握しております。 

 この内容につきまして、日専連さんとアイスホッ

ケー連盟さんの契約書の内容ですので、その辺の公

開につきましても、日専連さんのほうに承諾を得

て、公開させていただければというふうに考えてお

ります。 

○近藤憲治委員 今答弁で、再委託の契約内容を把

握しているということなのですよね。 

 把握している以上は、ここはまず答弁でいただき

たいですし、その契約書を資料として公開できるか

どうかは指定管理者に確認をする必要がある、そこ

は理解をするところでありますので、そうですかと

いうふうに承りたいと思いますけれども、市で把握

しているのであれば、どういった再委託内容なの

か、ここは明らかにしていただきたいと思います。 

○大西広幸スポーツ課長 市と日専連さんで指定管

理の委託の中に仕様書がございまして、その中で、

アイスホッケーのリンクの維持管理に関する業務と

いうのがございます。 

 その中の項目につきまして、日専連さんとアイス

ホッケー連盟のほうで、業務の内容を網羅したもの

を契約書としていただいております。 

 その中身としましては、リンクの造成ですとか、

あとリンクの水まき、大会前のリンク内外整備、そ

の他、降雪後のリンク内外の除排雪などにつきまし

て、リンクの造成と管理維持につきまして、業務委

託の内容となっているところでございます。 

○近藤憲治委員 リンクの維持管理業務という大く

くりで業務委託がなされて、再委託ですね、アイス

ホッケー連盟さんにされているということを、今確

認をさせていただきましたが、決算審査特別委員会

の質疑の中でも明らかになっていますが、リンクの

維持管理の業務というのは、現実的には、市のホッ

ケー部の若手職員のボランティアによって実施をさ

れていると、現実的には。そう考えるとですね、こ

の市から日専連に出ている業務、そして日専連がア

イスホッケー連盟さんに再委託した業務であるリン

クの維持管理業務という部分、ここに20万円含めた

金額がついているのだと思うのですけれども、それ

が結果的には、その業務、これボランティアで行わ

れているとしたらですよ、その業務には充てられて

いないということなのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 その20万円の、先ほども

申し上げましたが、水まき車両の燃料代ですとか、

水をまく際にお湯でなければならないということ

で、ボイラー給湯器を沸かす灯油代等につきまして

は、その20万円の中からホッケー連盟さんに負担し

ていただいて、やっていただいておりますが、そこ

は造成に係る費用というふうになっております。 

○近藤憲治委員 それは、これまでのやり取りでわ

かっているのですけれども、つまり、全体図でいく

と、リンクの維持管理は、実際は20万円では足りな

いぐらいなので、実際は市のホッケー部の若手職員

がボランティアでやっているという構図になってし

まっているという理解でいいのでしょうか。 

 市の若手職員がボランティアでやっていることに

ついては、決算審査特別委員会で質疑を聞いてい

て、多くの議員は疑問に感じたと思うのですが。 

○大西広幸スポーツ課長 リンクの造成、ホッケー

リンクの造成に関しましては、業務委託、一般の事

業者に委託した場合に、20万円では到底できるもの

でございませんので、人件費等々かかりまして10倍

以上かかる、まだ試算はしておりませんが、かかる

ものと考えております。 

 市の職員がというお話ですけれども、たまたまホ

ッケー連盟に市の職員が多いという事実があるだけ

で、そこにつきましては市の職員がボランティアで

という立場ではなくて、ホッケー連盟、ホッケー部

の部員としてリンク造成に当たっているものという

ふうに聞いております。 

○近藤憲治委員 事情を説明していただくのは、事

情としてね、理解するところであるのだけれども、

構図としてはいびつなのではないかという印象を持
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つわけなのですよ。 

 今、事情として、こういう形でやっているのです

という、たまたま市の職員だったという説明なので

すけれども、何と言いますかね、聞く側としては非

常に、そうは言ってもやっぱり変じゃないですかと

いう印象を持つわけなのですよ。 

 これから先もこの構図で続けていくことが適正な

形であるという認識ですか。 

○大西広幸スポーツ課長 そうですね、ホッケー連

盟の中の構図が変わらなければ、やる人間につきま

しては、結局、また市の職員というふうになるかと

思いますが、そこは組織の問題ですので、どういう

人がホッケー連盟に入るかというところまでは、こ

の先わかりませんが、取りあえずホッケー連盟に所

属していうる方が、造成に携わっていただいている

というふうに、今後もそういうふうになるというふ

うに考えております。 

○近藤憲治委員 ホッケー連盟さんの内部の話だか

らということなのですけれども、一面、やはり心配

をします。 

 やはり連盟の役員の方々のお名前を見ると、市の

幹部の方々も並んでいるわけで、一方で若手職員も

いるとなれば、その構図、ホッケー連盟の内部の話

とはいえ、一種の市役所内の人間関係、そこに反映

されたりするわけですから、だから、そういった何

といいますかね、外から見て、ちょっとそれていび

つなのではないかなって思われないような運営が多

分必要なのだろうなというふうに感じます。 

 それは、この議会の場で議論することなのか、ホ

ッケー連盟さんの内部のガバナンスの世界なのか、

ちょっと議論をね、あるところだと思うのですけれ

ども、ちょっと外から見ると、それって大丈夫なの

かなという素朴な印象を持ちますというお話です。 

 あわせて、先ほど来議論になっている、業務委託

を再委託もしているのだけれども、その成果の報告

を求めていないという話であって、それは委託だか

らいいのだということなのですが、成果報告もいら

ないという認識ですか。 

 リンクが出来上がっているからいいじゃないかと

いう認識なのでしょうか。 

○大西広幸スポーツ課長 成果を求めていないわけ

ではございませんので、そこは書面としては頂いて

おりませんが、我々も現地に行ってリンク状況です

とかを見たり、暖気した際には使用中止にするなど

の判断も、我々も一緒に入って判断しておりますの

で、そこはリンク造成につきましては、ホッケーが

できる状況は完成していると。できる限り長い期

間、子供たちも大人もそうですけれども、使えるよ

うに造成を進めているというところでは、きちんと

した成果が上がっているものと判断しております。 

○近藤憲治委員 現実にリンクができ上がっている

から、それをもって成果報告だということなのだと

思うのですが、それって時間が過ぎればもうわから

ないのですよね。 

 つまり、今のように、経年、時間がたってから、

あのときの事業って適正だったのか、本当にという

議論が万が一起きた際には、誰もそこは検証ができ

なくなりますよね。 

 あの当時のリンクの整備って適正だったのか、い

や、思い出すとちゃんとできたかなぐらいにしかな

らないので。 

 そこは、ある程度の検証に耐え得るような、報告

なり、必要なのではないかなという印象を持つので

すけれども、そこはいかがですか。 

 ちなみに、業務委託でも報告をしていますよ。 

 例えば、ふれあいの家だって、あれ、業務委託で

すよね。委託ですよ、それぞれの組織に。 

 なので、１年間どんな活動をしましたか、１回ご

とにこういう人数来ましたよという書面を出して、

初めて報告が完了して、じゃあ翌年の契約を結びま

しょうかという運用になっていますよ。 

 その報告も全くなくていいというのは、私は疑問

を持ちますけれども、いかがですか。 

○大西広幸スポーツ課長 経年、今後そのような証

拠は残らないというお話ですが、氷ですので溶けて

しまえばそのままなくなって終わってしまうという

ところもございます。 

 検証なり、今後に残すとすると、日報等をつけて

いただいて、造成をいつからした、何人でどれだけ

の時間やったというような実績を残すことは可能な

のかなというふうに考えておりますので、その辺、

日専連ですとか、ホッケー連盟とも協議して、今後

にそういう書類を残すための方策について、研究し

ていきたいというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 今後、そのような運用をしていた

だきたいのですけれども、今まで必要としないとし

てきたのも、やはり判断としてはおかしかったので

はないかなと思いますよ。 

 そこについては、どのような認識ですか。 

○大西広幸スポーツ課長 これまで、求めてこなか
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ったというところもございますし、事実、現場で検

証して、現場を見て、完成なり維持管理して、適正

にされているという判断をしておりましたので、残

しておりませんでしたが、どういうやり方をしたと

いう面も含めて、今後担う方にとっても、そういう

ものが残ることがよいことだと思いますので、今後

そのようにやり方につきましては、検証していきた

いというふうに考えております。 

○近藤憲治委員 答弁から、やっぱり後世に検証が

できるような形で業務報告のようなものを上げても

らう必要性は感じておられるというふうに認識をし

たので、ここは、ちょっと今後の運用の仕方を見さ

せていただきたいなというふうに思います。 

 あわせて、決算委員会の中のやり取りで、この20

万円って結局何に使っているのですかというやり取

りで、教育長が備品の購入等に使われているという

お話も答弁されていましたが、先ほど来、議論させ

ていただいているように、これは市から日専連に、

指定管理者さんに出している名目は、これ契約でい

うとリンクの維持管理業務であると。 

 リンクの維持管理業務と備品の購入というのが、

具体的にどのようにつながっているのか、改めてお

示しいただきたいと思います。 

○大西広幸スポーツ課長 伺っている内容としまし

ては、ホッケー整備に使用をします、ほうきですと

か、スコップですとか、ラインなど、そのような消

耗品等揃えているということを伺っております。 

○近藤憲治委員 なるほど。 

 それが具体的にどれくらいの金額感かはわからな

いのだけれども、何となく買っているということは

わかるというニュアンスでしょうか。 

 この20万円が丸々ほうき、スコップ、ライン、今

言った三つで全部終わりではないですよね。 

 先ほどの水まきの燃料代とか、そういったものも

含まれているという話なのですよね。 

 そういう認識でよかったですか。 

○大西広幸スポーツ課長 先ほど燃料代と、そのよ

うな整備に係る消耗品と、丸々かかっているわけで

はないと思いますが、ほぼそちらのほうで経費とし

て使用しているものと。 

○近藤憲治委員 そうなってくると、多分その20万

円が何に使われているのかって、多分明確に明らか

にできると思うのですね、ホッケー連盟さんの中

で。 

 今、答弁を聞くと、ほうき、スコップ、ライン、

あと燃料代と、かなり具体的な項目が上がってきて

いますから、そのリンクの維持管理業務として出た

20万円が、再委託先であるアイスホッケー連盟さん

の中で、どのように使われたのかというのが、詳細

に把握できるような印象を、私は今、答弁を聞きな

がら持ちました。 

 決算委員会の際の議論の焦点というのは、この20

万円、結局何に使われたのだろうというところを、

ずっと付きまとっていましたし、今も幾つか答弁さ

れましたが、それが総額で20万円なのか、20万円を

超えるのか、20万円未満なのかはわからないわけな

のですよ。 

 これって何か、客観的な資料なり、例えば決算資

料なりで示せないのでしょうか。 

 今、答弁で、断片的に聞いているのですけれど

も、それがどういうボリュームなのかもわからない

し、仮にその20万円で足りないのであれば、やっぱ

りそのリンクの維持管理業務が適正に行われるため

に、そこの増額の議論を議会として、していくとい

う必要も出てくるわけですから、その20万円が今言

った、各物に使われたという、何か客観的な資料な

り見せていただきたいという素朴な思いがありま

す。 

 いかがですか。 

○松浦敏司委員長 暫時休憩します。 

午後３時36分休憩 

午後３時38分再開 

○松浦敏司委員長 再開いたします。 

 近藤委員の質疑に対する答弁から。 

○大西広幸スポーツ課長 競技団体の決算でござい

ますので、競技団体のほうに、その辺の決算書類の

開示ができるかどうか確認して、開示が可能であれ

ばお示しさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

○近藤憲治委員 そうですね、再委託は一任意団体

でありますので、そういった調整が必要かとは思い

ます。 

 もし可能であれば、過去５年ないし６年遡れるよ

うにしていただきたいのと、あと、多分監査もされ

ていると思うので、その監査の結果も出せるのかど

うかのお伺いはしていただきたいなというふうに思

います。 

 これは何せ、交付金が入っているものですので、

当初の再委託契約の中身である、リンクの維持管理

業務に使われたということが確認されることが必要
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ですし、仮にこれが足りないのであれば、今後、何

らかの増額の議論だって必要になってくるわけです

から、そこはぜひ明らかにしていただきたいという

ふうに思います。 

 あわせて、ちょっと最後のほうの質疑になるわけ

なのですけれども、アイスホッケー連盟の今副会長

は、副市長がされているということでよろしかった

ですか。 

○後藤利博副市長 そのとおりでございます。 

○近藤憲治委員 幹部の方にも、市の職員の方々が

多数入っておられるというのは伺いました。 

 ですので、こういった公金の流れ方については、

より一層、明確化していく必要があるなと思ってい

ますが、今ちょっと、ホッケー連盟さんと協議をす

ると言ったので、これは担当課と誰が協議すること

なのですかね……こういった決算資料の開示ができ

るかどうかについては。 

○大西広幸スポーツ課長 ホッケー連盟の会長さん

ですとか、その辺、責任のある方と協議させていた

だきたいと考えております。 

○近藤憲治委員 理解をいたしました。 

 最後です。 

 決算審査特別委員会の中で、副市長は質疑の後

段、最終段で、リンクの維持管理業務については、

不適切な点があったことをお詫びするという発言を

されていましたけれども、具体的に何が不適切だっ

たとお考えなのか、お伺いします。 

○後藤利博副市長 私、不適切なということで、謝

らせていただきましたが、まず、今シーズンは、一

般開放をして、他の市民の方も利用できたというこ

とでございます。 

 それまでの間、例えば自由に行って、リンクを使

用することができないような状況になっていたと、

例えば夕方ですと、電気を、例えばつけるというこ

とができないですとか、寒いときに、ホッケー場の

横にある休憩場といいますか、そこがもう施錠され

ていて使える状況でなかったと、そういう部分はあ

る程度クリアをしながら、一般開放したところはス

ピードの管理棟を利用するだとか、代替の案を出し

ながら、今回やったのですけれども、それまで一般

開放してなかったという部分では、そういうところ

が、維持管理としては不適切だったなというふうに

私は捉えて、答弁をさせていただいたところです。 

○近藤憲治委員 となると、市の若手職員がホッケ

ー部所属なので、どっちの肩書でやるかというとこ

ろは見解が分かれるとは思うのですけれども、市の

職員がボランティアでやっている点や、リンクの維

持管理業務の費用が、そのとおりの使途で使用され

ているのかどうかというのはまだ今、我々としては

証拠を見せていただかないとちょっと判然としない

ところもあるのですけれども、そういった点につい

ての不適切さはないという認識ですか。 

○後藤利博副市長 委託料でお支払いをしている分

を、その委託業務に全て何て言うのですか……連盟

が、そのものに全て充てているのか、ほかの収入も

含めて全体の中で、どういうふうに使っているのか

というのは、それはいろいろあると思いますので、

そこはちょっと私自身、今の時点ではどうだ、こう

だということはないのですけれども、市の職員が主

にリンク整備をやっていたという部分は、これは相

当古い、アイスホッケー場の設立、それから少年団

の設立、それから一般のクラブのチームの設立、そ

ういうところは、古い話ですけれども、市の職員が

中心となってつくり上げてきた経過がございます。 

 当然、当時は、今のオホーツク振興局の現業職の

チームもあったり、警察の方の一部もクラブチーム

に入ったりですとか、それから少年団の父兄の方が

それぞれチームをつくってやってきたり、当然、少

年団もつくってやってきたり、小学校が終わってか

ら、中学生、高校生という方もアイスホッケーを続

けるという部分では、１年間の短い期間の内でした

けれども、１か月でも２か月でもスケートをすると

いうときに、連盟と言いつつ、全ての部分に市役所

がチームをつくり上げて、子供たちにもホッケーを

してもらうということで、支えてきたというふうに

思っています。 

 そういう意味では、指定管理者という制度になり

まして、これは当然、設備、市のお金で造っていま

すので、公共施設という扱いでございますので、そ

こは指定管理者から連盟にということでございまし

たけれども、実際に支えてきた市役所のメンバー、

ただそれは、あくまでも連盟の会員ということで、

維持管理、それから生徒の、子供たちへの指導な

り、そういうことも含めて、ずっと本当によく、私

もそうです、含めてですけれども、何とかここまで

引っ張ってこられたなと思っております。 

○近藤憲治委員 今、御答弁いただいたのですけれ

ども、その市の職員がホッケー部の部員という立ち

位置で、ボランティアでリンクの造成に当たってい

ることについては、それはあくまでもホッケー部
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の、またはホッケー連盟の会員だから、そういう立

ち位置でいいという認識なのですね、今の副市長の

御答弁からすると。 

 長年そうやって支えてきた構図があるので、それ

は仕方がないというお考えなのですかね。 

 というのもこれ、市の職員ではなくて、あくまで

もホッケー連盟の会員だとか、ホッケー部の部員が

やっていっているのだとしても、それがもともと、

これリンクの維持管理業務で、公金が支出をされ

て、本来であれば、この10倍ぐらいの費用をかけて

造成されなければならないものなのですね、リンク

って、これまでの議論をすると。 

 その10倍ぐらいの費用をかけられれば、当然やは

り人件費も出て、整備に関わってくれた人たちにも

人件費が支給される、しかし、そこまでの支出はで

きないので、ボランティアという形になっちゃって

いるということなので、体制というか、体質という

かやり方、何度も言いますけれども、外観的にはい

びつな印象を持っているところもあるのです。 

 ですので、今副市長が、長年こうやって支えてき

たという答弁もされていましたけれども、リンクの

造成維持管理については、もうちょっとやり方を考

えていく時期に入っているのではないのかなという

素朴な印象を持つのですけれども、今の答弁だと長

年そうやってやってきたのでということなのですけ

れども、いかがなのでしょうか、そこは。 

○後藤利博副市長 私、これまでお話しさせていた

部分は、昔からの経過というようなことでございま

すが、公共施設という位置づけでございますので、

そういう中にあっては、どういう維持管理の仕方が

適切であるか、これを機に改めて今、指定管理受け

ていらっしゃる方は実際にいますけれども、実際に

その方々ともよく話をして、例えば、指定管理の中

で、連盟を例えば介さないでできる方法であればど

ういうことがあるのか、また、一般開放を全面的に

やるのであればどういう形でできるのか。 

 労働力も含めて、そういう望ましい形というの

は、今後考えていく必要があるというふうに思いま

す。 

○近藤憲治委員 私からは以上です。 

○松浦敏司委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようです。 

 それで、幾つかの課題なんかも明らかになりまし

たし、それから契約だとか、幾つかの今後出てくる

可能性のある資料等も、あるというふうに判断して

おります。 

 これは状況に応じて、これからも委員会を開催す

るというふうにしていきたいというふうに思いま

す。 

 今日については、この程度で終わりたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、今日の文教民生委員会、これで終了い

たします。 

 御苦労さまでした。 

             午後３時49分閉会 


